
第１段階

段　階 保　険　料

20,400円生活保護受給者
老齢福祉年金受給で市民税非課税世帯

対　　　象　　　者

（基準額×0.50）

市民税非課税世帯

市民税課税世帯・本人市民税非課税

本人市民税課税（合計所得金額200万円未満）

本人市民税課税（合計所得金額200万円以上）

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

30,600円

40,800円

51,000円

61,200円

（基準額×0.75）

（ 基 準 額 ）

（基準額×1.25）

（基準額×1.50）

年金から天引きとなる人 【納め方】

→

→

納付書で納める人 【納め方】

・老齢（退職）年金が年額18万円（月

額１万５千円）以上の人

・老齢（退職）年金の年額が18万円未

満の人

・老齢福祉年金、障害年金、遺族年金

のみ受給している人

・年度の途中で、65歳になった人

・年度の途中で他市町村から転入して

きた人

偶数月（４月、６月、８月、10月、12

月、２月）に年金から天引きされます。

納期ごとに納付書で指定の金融機関に

納めてください。なお、口座振替をご

利用されると、納期ごとに納めにいく

手間が省け、確実に納められます。

■17年度の保険料
皆さんには、所得に応じて次の５段階のいずれかの保険料を納めていただきます。

■介護保険料の納め方は、年金の受給額などで決まります
保険料の納め方は、年金から天引きされる場合（特別徴収）と、納付書で納める場

合（普通徴収）の二通りがあります。
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年
度
の
途
中
で
65
歳
に
な
る
人

65
歳
に
な
る
月
︵
１
日
が
誕
生
日
の
場
合

は
、
そ
の
前
月
︶
分
か
ら
第
１
号
被
保
険
者

の
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
︵
月
割

賦
課
︶。

こ
の
場
合
に
は
年
金
か
ら
の
天
引
き
と
な

ら
ず
、
納
付
書
で
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
64
歳
ま
で
の
第
２
号
被
保
険
者
分
の

保
険
料
と
は
重
複
し
ま
せ
ん
。

※
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
の
は
１
・
２
月

生
ま
れ
の
人
は
、
そ
の
年
の
10
月
か
ら
、

３
〜
12
月
生
ま
れ
の
人
は
翌
年
の
10
月
か

ら
と
な
り
ま
す
。

年
度
の
途
中
で
死
亡
・
転
出
し
た
人

死
亡
・
転
出
さ
れ
た
月
の
前
月
分
ま
で
が

月
割
計
算
さ
れ
ま
す
︵
例
⋯
８
月
に
死
亡
し

た
場
合
は
４
〜
７
月
ま
で
の
４
カ
月
分
の
保

険
料
︶
。
な
お
、
過
納
分
は
後
日
還
付
さ
れ
、

不
足
分
は
納
付
書
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

次
の
よ
う
な
と
き
は
、
保
険
料
が
年
金

か
ら
の
天
引
き︵
特
別
徴
収
︶と
、
納
付

書
で
納
め
る
︵
普
通
徴
収
︶
の
両
方
︵
併

用
徴
収
︶の
場
合
が
あ
り
ま
す

☆
前
年
度
中
に
65
歳
に
な
り
、
今
年
の
10
月

以
降
、
特
別
徴
収
と
な
る
場
合

・
年
間
保
険
料
の
前
半
部
分
を
７
〜
９
月
ま

で
納
付
書
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

☆
特
別
徴
収
の
人
で
前
年
度
よ
り
も
所
得
段

階
が
上
が
っ
た
場
合

・
保
険
料
の
一
部
を
納
付
書
で
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

☆
前
年
度
仮
徴
収
期
間
︵
４
、
６
、
８
月
︶

で
納
め
終
わ
っ
た
場
合

・
年
間
保
険
料
の
前
半
部
分
を
７
〜
９
月
ま

で
納
付
書
で
納
め
て
い
た
だ
き
、
後
半
部

分
を
特
別
徴
収
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

☆
社
会
保
険
庁
か
ら
介
護
保
険
料
を
特
別
徴

収
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
通
知
が
あ
っ

た
場
合

・
年
金
か
ら
天
引
き
で
き
な
く
な
っ
た
月
か

ら
、
社
会
保
険
庁
で
天
引
き
で
き
る
通
知

が
あ
る
ま
で
の
期
間
の
保
険
料
を
納
付
書

で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

ご
相
談
く
だ
さ
い

◎
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
世

帯
の
収
入
が
生
活
保
護
基
準
以
下
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
介
護
保
険
料
が
減
免
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
震
災
、
風
水
害
、
火
災
な
ど
の
災
害
に
よ

り
、
住
宅
や
家
財
ま
た
は
そ
の
ほ
か
の
財

産
に
著
し
い
損
害
を
受
け
た
と
き

②
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
人
が
、

死
亡
、
長
期
の
入
院
、
事
業
の
休
廃
止
、

失
業
、
干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
害
な
ど
に

よ
る
農
作
物
の
不
作
、
不
漁
な
ど
の
理
由

に
よ
り
著
し
く
収
入
が
減
少
し
た
と
き

③
特
別
な
事
情
に
よ
り
生
活
に
困
窮
し
て
い

る
次
の
要
件
を
満
た
す
世
帯

・
世
帯
員
全
員
が
市
民
税
非
課
税
︵
老
齢
福

祉
年
金
受
給
者
、
生
活
保
護
受
給
者
を
除

く
︶
で
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
世
帯

介
護
保
険
料
は
所
得
に
応
じ
て
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
。
７
月
中
旬
に
、
65
歳
以
上
の
人

︵
第
１
号
被
保
険
者
︶
へ
介
護
保
険
料
の
納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。
17
年
度
の
保
険
料
額
と

納
め
方
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ

介
護
保
険
料
係
　
☎
89
︱
２
１
５
８


